
 

 平成 23 年８月４日 

  各  位   

株式会社  

 代表取締役社長 大薗誠司 

 ＪＡＳＤＡＱコード番号７６３６ 
 宮崎県都城市吉尾町 2080 番地 
 電 話  ( 0 9 8 6 ) 3 8 - 0 8 4 7  
 （問合せ先） 
 専務取締役 小 田 清 謙  

定 款 の 一 部 変 更 に 関 す る お 知 ら せ  

当社は、本日（平成 23 年 8 月 4日）開催の取締役会において、平成 23 年 9 月 28 日開催予定の

第 47 回定時株主総会に「定款一部変更の件」を付議することを決議しましたので下記のとおりお

知らせいたします。 

記 

１．定款変更の目的 

（１） 現行定款第 4条（公告の方法）につき、周知性の向上および公告手続の合理化を図るため、

当社の公告方法を電子公告に変更し、合わせてやむを得ない事由によって電子公告による公

告をすることができない場合の公告方法を定めるものです。 

（２） 現行定款第 30 条（監査役の員数）につき、監査体制の充実強化を図るため、監査役の員

数を 3名以内から 5名以内に増員するものです。 

２．変更の内容 

（下線は変更部分をであります。） 

現 行 定 款  変 更 案  

第 4条（公告の方法） 

 当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する

方法により行う。 

第 4条（公告の方法） 

 当会社の公告方法は、電子公告とする。 

 ただし、事故その他やむを得ない事由によ

って電子公告による公告をすることができな

い場合は、日本経済新聞に掲載する方法によ

り行う。 

第 30 条（監査役の員数） 

 当会社の監査役は、３名以内とする。 

第 30 条（監査役の員数） 

 当会社の監査役は、５名以内とする。 

３．日 程 

定款変更のための株主総会開催 平成 23 年９月 28 日 

定款変更の効力発生日 平成 23 年９月 28 日 

以上 


